
資料７ 

相模川自然の村 利用料金規定及び減免規定 

 １ 利用料金 

施設の諸室 単位 利用料金（税込） 

客室（バスなし） 
１室２人以上の利用につき 

大人 3,600円 

小人 2,600円 

１室１人の利用につき 大人 5,500円 

客室（バス付き） 
１室２人以上の利用につき 

大人 4,200円 

小人 2,900円 

１室１人の利用につき 大人 6,000円 

大広間 

（午前１１時～午後９時） 
１時間につき 1,300円 

会議室 

（午前９時～午後９時） 
１時間につき 450円 

 備考 

  １ 客室に係る利用料金は、１人1泊の金額で食事を除いた額をいう。 

  ２ 小人とは、小学校の児童及びこれに準ずる者をいう。 

  ３ 小学校に就学するまでの者が、寝具を利用する場合の客室にかかる利用料金

は、小人の客室に係る利用料金とし、寝具を利用しない場合の客室にかかる利

用料金は、無料とする。 

  ４ 宿泊している者が、大広間を利用する場合の大広間に係る利用料金は、無料

とする。 

  ５ 大広間を区切って利用する場合の大広間に係る利用料金は、当該使用料の２

分の１とする。 

  ６ 大広間の利用の承認を受けた時間に１時間未満の端数があるときは、これを

１時間とみなす。 

  ７ 会議室の利用の承認を受けた時間に１時間未満の端数があるときは、これを

１時間とみなす。 

   

２ 減免の規定 

 （１）指定管理者が条例第22条の規定により行う同条第7号の事業のために利用する

とき。 １００パーセント 

 （２）指定管理者が、特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、市長の承

認を得て指定管理者が定める率 

 

（利用料金案の作成の留意点） 

１ 資料７「相模川自然の村 利用料金規定及び減免規定」を踏まえ、上記利用料

金表の諸室の区分ごとに、利用料金の設定及び算定をすること。 
２ 上記料金表は、指定管理者が利用料金を設定する場合の制限の内容であり、制

限に接触しなければ、単位を細分化するなどして、利用料金を設定することは可

能とする。（例：客室が定員数に達したときは、割引の料金を設定するなど） 
３ 利用料金の算定にあたっては、算定額の根拠を示すこと。 
４ 利用料金の設定及び算定にあたっては、相模川自然の村の条例及び施行規則等

を参照すること。 


